
 
 
 

 

 
 
 
 

  
    

  

  

社団法人等の公益法人制度が大きく改革されようとしている。出発点が今年の１２月１日であり、最終期限

は平成２５年１１月３０日である。改革のポイントは公益認定（公益的な費用が費用全体の５０％以上か否か）

である。大半の公益法人がこのテストに合格しない可能性があり、過去の蓄積を公益目的のために使わされる

危機が迫っている。新年を迎えて各公益法人の幹部は頭を痛めているようである。我々（大半の企業）の利害

にも関係するので、推移を見守る必要がある。  
（竹内）     

 
  平成１８年１０月より、医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前申請することができます。 
（申請には医療機関等の同意が必要です。） 

 支給額３５万円を限度に、出産に要する費用が、社会保険事務所より医療機関等へ直接支払われます。 

 

対象者  出産予定のある被保険者又は被扶養者 

 

手続き  出産予定日まで１ヶ月以内になってから、社会保険事務所へ出産育児一時金請求書（事前申請用）を提出。 

     その際、母子健康手帳と出産予定日を証明する書類を窓口で提示、又はその写しを添付。 

 

  【 従来の出産育児一時金請求 】                【 出産育児一時金の事前申請 】 

                                   
       出   産                                社会保険事務所へ出産育児一時金を事前申請 

                                                                                                                
↓                                           ↓  

              

  医療機関等の窓口で出産費用全額を支払う                              出   産  
                                 

        ↓                             ↓ 

                                                
  社会保険事務所へ出産育児一時金請求                   医療機関等が社会保険事務所へ出産費用を請求 

     

        ↓                             ↓ 

                                                
   社会保険事務所より本人の口座へ                    ①出産費用が３５万円以上の場合 

   ３５万円が振込まれる                                医療機関等の窓口で３５万円を超えた金額を支払う 

                                                       ②出産費用が３５万円未満の場合 

                                                     ３５万円と出産費用の差額が社会保険事務所より 

                                                     本人の口座へ振り込まれる 

 
※ 本人が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担が軽減されるため、出産育児一時金を請求される際には、

事前申請をご検討下さい。                                                      （向） 
     
    
 
 
 

裏面も御覧下さい 
 

２００８年２月 Ｎｏ．３８ 
 

 

  

  

  

社会保険労働保険改正・税制改正 についての研修会を開催致します。日時等詳細は同封の案内書にてご確認下さい。 
ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、皆様お繰り合わせの上、ご参加頂きます様、お願い申し上げます。 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ご案内 
国民生活金融公庫の普通貸付の金利が０．２%下がり２．２%となりました。 

当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがその内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害

を被った場合についても、一切責任を負いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

            

 
 

確定申告のご案内 
 
 
      

 
☆平成１９年分申告所得税は、３月１７日（月）、消費税及び地方消費税については、３月３１日（月）までが、

申告及び納付期限となっています。 
平成19年分確定申告の振替納付日は次のとおりです。 
所得税･･･平成20年4月22日(火)、消費税及び地方消費税･･･平成20年4月24日（木） 

 
Q1 所得税の確定申告をする必要がある人はどのような人ですか。 

A 所得税の確定申告をする必要がある方は主に次のような方です。 

(1)給与の収入金額が2,000万円を超える方 

(2)給与以外の所得金額の合計額が20万円を超える方 

(3)給与を2か所以上から受けている方 

(4)その他の所得がある方 

 

Q2 所得税の還付申告はどのような場合にできますか。 

 A 源泉徴収された税金や予定納税をした税金が平成 19 年分の所得金額について計算した所得金額に比べ

て納め過ぎになっている方は､還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。この還付申

告は、平成20年2月15日（金）以前でも行えます。 

【サラリーマンの方の還付申告の具体例】 

(1) 年の途中で退職し年末調整を受けていないとき 

(2) 一定の要件のマイホームの取得や改築をして住宅ローンがあるとき 

(3) 多額の医療費を支出したとき 

(4) 特定の寄付をしたとき 

(5) 配当所得があり配当控除を受けるとき    など 

 

Q3 今年からの改正点を教えてください。 

  A 平成19年分所得税についての主な改正事項は以下のものです。 

(1) 減価償却制度の改正･･･平成19年4月1日以降取得分について、償却可能限度額及び残存価額が廃止さ

れ、償却の方法が変わりました 

(2) 住宅ローン控除の特例の創設･･･税源移譲により所得税が低くなることを想定して、通常は10年間が対

象期間ですが、特例は原則より低い率で15年間となっています 

(3) 寄付金控除の改正･･･5000円超で総所得金額の100分の40（改正前100分の30）まで控除可能となりま

した 

(4) 電子証明書を付して電子申告を行う場合の特別控除の創設･･･この控除（最大５千円）を受けるためには、

事前に市町村役場にて住民基本台帳カードの取得（有料）が必要です 

(5) 定率減税の廃止 

(6) 地震保険料控除の創設 

                       （坂田） 

 
 

 

表面も御覧下さい 
 


